
大東文化大学経済研究所ディスカッションペーパー投稿規程 

                         

平成２９年３月１０日制定 

 

（目的） 

第１条 大東文化大学経済研究所（以下「研究所」）は、大東文化大学における諸研究の成果 

を公表する手段の一つとして大東文化大学経済研究所ディスカッションペーパーシリ

ーズ（以下「DP」）を発行する。 

２ この規程は、研究所が行なう DP の発行等に関し必要な事項について定めるものであ

る。 

                                                                                                                                                                           

（編集委員会） 

第２条 研究所は、前条第１項に定めるDPの編集、発行、その他の業務を円滑に行なうため、

研究所 DP編集委員会（以下「編集委員会」）を置く。 

２ 前項に定める編集委員会は、若干名の編集委員をもって構成する。 

３ 編集委員は、研究所の所長（以下「研究所長」）が大東文化大学経済研究所規程（以下

「研究所規程」）第１０条第２項に定める大東文化大学経済研究所運営委員会（以下「運

営委員会」）の運営委員および同第６条の２第１項に定める専任研究員の中から任命す

る。 

 

（投稿の要件） 

第２条 第１条に定める DPへの投稿が認められる論文は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 経済研究所規程第６条第１項に定める研究員が執筆した研究論文または当該研究 

員と他の者が共同で執筆した研究論文（共著論文） 

（２） 研究所が主催または共催のコンファレンス・シンポジウムで発表された研究論文 

（３） 研究所の研究助成事業（研究所が推進する研究プロジェクトを含む。）、その他研 

究所が実施した事業で執筆された研究論文 

（４） 研究所が推進する研究プロジェクトに参加した共同研究者が執筆した研究論文 

（５） 前各号に定めるもののほか、編集委員会が特に投稿を認めた研究論文 

 

（投稿の方法） 

第３条 前条各号に定める研究論文を研究所が発行するDPへ投稿する場合には、執筆者 

はMS Word、PDFファイルで原稿を作成し、研究所長へ提出する。 

２ 研究所が発行するDPへ投稿する研究論文の体裁（頁数、フォント、フォーマット、 

リファレンスなど）は、原則として自由とする。 

 

（投稿論文の採否） 

第５条 前条第１項の規定により投稿された研究論文の DP への採否は、速やかに編集委員



会が審査のうえ、決定する。 

２ 前項の規定により投稿された研究論文の DP への採否が決定したときには、研究所長

はその採否の結果を速やかに投稿者へ通知するものとする。 

（審査基準） 

第６条 投稿された研究論文の採否は、次の各号に掲げる審査基準に則り、判断する。 

（１） 学術論文として公表が可能な体裁を整えているものであること。 

（２） 学術論文として必要な論文に関する事項がすべて誤りなく編集委員会に伝えられて

いること。 

（３） 大東文化大学が定める大東文化大学研究倫理指針、その他の諸規則に抵触していな

いものであること。 

（４） 前各号に定めるもののほか、編集委員会が特に必要と認めた審査事項に合致してい

るものであること。 

 

（研究所ウェブサイト等への登載） 

第７条 研究所が発行する DP へ採用された研究論文は、原則として執筆者の同意を得たう

えで研究所ウェブサイト等へ登載するものとする。 

 

（著作権） 

第８条 研究所が発行する DPへ採用された研究論文の著作権は、執筆者にある。ただし、編

集委員会が別段の定めをした場合は、この限りでない。 

 

（臨機の処置） 

第９条 この規程に定めのない事項については、研究所長が編集委員会に諮り、これを処理す

る。 

 

（規程の改廃） 

第１０条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て、研究所長がこれを行なう。 

 

附  則 

（施行期日） 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 


